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「長崎県行財政改革プラン」の取組実績（概要） 

 

 

平成１８年２月に策定した「長崎県行財政改革プラン」に基づき、平成１８年度から平

成２２年度までの５年間、「協働による県民本位の県政と持続可能な行財政構造の確立」を

基本理念に、次の４つの基本方針に基づき県政全般にわたって見直しを行いました。 

【基本方針】 

（Ⅰ）民間との協働による県政の推進 

（Ⅱ）市町や他県との新たな関係の構築 

（Ⅲ）時代の変化に的確に対応できる行政体制の整備 

（Ⅳ）行政コストの効率化と健全性を維持した財政運営 

 

 

プランに掲げる９８項目※のうち、約８割に当たる７６項目について当初の計画目標を

達成し、残る２２項目が一部達成又は未達成でした。 

区  分 項 目 数 割  合 

達 成 ７６項目 ７７．６％ 

一 部 達 成 
未達成 

２２項目 ２２．４％ 

計 ９８項目 １００．０％ 

※策定当初は100項目であったが、病院局（２項目）の企業団への移行により９８項目と整理している。 

 

 

「行財政改革プラン」に基づく５年間の取組として、収支改善対策や職員数削減など一

定の成果は得られましたが、引き続き取組を進めていく必要がある項目や一部達成できな

かった項目もあります。 

また、これからの時代において、地方は、これまでのように国に依存するのではなく、

地域の諸課題に対し、自ら責任をもって施策を実施することが求められています。 

こうした課題に対応するため「長崎県「新」行財政改革プラン」を本年３月に策定し、

本年度から取り組んでいます。 

このプランに掲げる取組項目を達成するために、職員１人ひとりが地域経営の責任者と

しての自覚を持ち、地域の実情を把握し、諸課題を迅速に解決する施策を県民とともに考

え、具体的な成果を地域に還元できるよう努めます。 

１１..概概要要  

２２..取取組組状状況況  

３３..今今後後のの取取組組  
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＜主な取り組み項目＞ 

（Ⅰ）民間との協働による県政の推進 

具体的項目 これまでの取り組みと効果 
わかりやすい情報の発信 

（全 庁） 
《総務部》 

○広報誌の全面的リニューアル（H22.５月号～） 
読者アンケートで「良くなった」との回答者88.7％ 

(1,693人中 1,316人)
○民間のＰＲ事業のノウハウを活用して、観光、物産、歴史・
文化など本県の多彩な魅力を首都圏メディアに継続的に発信
するパブリシティ活動を展開 
・マスコミ等に取り上げられた件数、広告換算額の実績 

H21 61件 294,794千円 
H22 271件 1,013,152千円 

パブリックコメント制度
の周知と募集方法などの
工夫 

（全 庁） 
《総務部》 

○概要版の作成、県民情報センターや行政資料コーナーでの閲
覧計画等を見てもらうための工夫を実施 
H18 実施 13件 意見 635件 
H19 実施 22件 意見 845件 
H20 実施 16件 意見 773件 
H21 実施 8 件 意見 297件 
H22 実施 29件 意見 2113件  

電子入札等の推進 
（環境部、水産部、農林部、
土木部） 

○一般競争入札等のシステム開発及び適用拡大 
・透明性の向上に寄与 
・業者の移動コスト削減に寄与 
 【電子入札実施件数】  

年度 H17 H18 H19 H20 H21 H2２ 

件数 28 104 130 453 873 1477 

警察署における運転免許
証の即日交付の検討 

（警察本部） 

○平成２０年１月４日から新上五島警察署における即日交付事
業を開始 
これまでの即日交付状況（県全体） 

年度 即日交付件数 即日交付率 
H18 83,656件 42.3％ 
H19 87,836件 45.2％ 
H20 86,449件 47.6％ 
H21 101,960件 46.0％ 
H22 99,221件 46.8％ 

※今後は、本土地区における即日交付事業を検討 

ＮＰＯ等との協働の推進 
（全 庁） 

《県民生活部》 

○NPO等の育成を図るとともに一括公募や協働事業数の拡大、
より実践的な企画を策定する仕組みを導入 
・一括公募実施数 

年 度 H18 H19 H20 H21 H22 

公募事業数 ２ ３ ４ ６ ３ 

・協働事業数 

年 度 H18 H19 H20 H21 H22 

事業実施数 ５０ ７３ ９３ ９２ ８４ 

・事業協働化研究会（参加者７７名：１４事業） 
・県版タスクフォース（３事業） 

県出資団体のさらなる見
直し 

（全 庁） 
《総務部》 

○平成19年 12月に「第2次長崎県出資団体見直し方針」を
策定 
○新たな方針に基づき県及び各団体において見直し計画を策定
（対象52団体：計画期間～H22年度） 
※見直し計画は概ね達成見込みであるが、一部項目は H23 年
度以降に実施予定 
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地方公社の経営健全化 
（土木部） 

○総務部長を三公社兼務の一名体制に見直し（平成19年4月～）
【住宅供給公社】 
・債務超過及び繰越欠損金を完全に解消 
・県が融資した５７億円の貸付金については、平成18年度から
毎年繰上償還を着実に実施 
【土地開発公社】 
・神ノ島工業用地の一部（1.8ha）を平成22年 3月に売却 
・土地造成を実施した「波佐見ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ」に平成 22 年 3 月、
長崎ｷﾔﾉﾝが操業開始 

 

 

（Ⅱ）市町や他県との新たな関係の構築 

具体的項目 これまでの取り組みと効果 
権限移譲の推進 

（全 庁） 
《総務部》 

○合併後の市町の規模・能力の拡大に見合った権限移譲を推進す
ることを目的とした「長崎県権限移譲推進方針」（推進期間：
平成19～23年度）を策定 
・移譲対象 131項目 1293事務を提示 
・新規移譲項目数（H19.4～H23.4） 
  33 項目 321事務 

市町との人事交流や合同
研修の実施 

（総務部）  

 

○合併新市町への支援等を目的として県職員の派遣等を実施 
・合併新市町への県職員派遣 

18年度実績 ４５名 

19年度実績 ３８名 

20年度実績 ３０名 

21年度実績 ２２名 

22年度実績 １９名  

・市町職員の受入 
18年度実績 ２９名 

19年度実績 ２４名 

20年度実績 ２４名 

21年度実績 １８名 

22年度実績 １６名   
市町との役割分担に応じ
た事務事業の見直し 

（全 庁） 
《総務部》 

○各年度の当初予算編成を通じて、県単独補助金の見直しや事務
事業の見直しの中で、県と市町の役割分担を踏まえて見直しを
実施。 
 （実績） 
  ・枠的補助金における補助メニューの重点化 
    新世紀水産業育成事業費補助金 
    ながさき「食と農」支援事業補助金 など 
  ・雲仙ゴルフ場の地元への移管 
  ・「オーライ！長崎」事務局の町村会への移管 

市町の電子自治体構築に
向けた取り組みの支援 

（総務部） 

○平成20年 7月、県の電子申請システムを希望する市町が利用
するシステム稼働について提案（クラウド方式） 
○平成２０年９月、携帯電話を利用した簡易申請システムのモデ
ル運用開始（大村市、新上五島町） 
○平成21年 12月「電子申請システム」運用開始 
○平成22年 1月「長崎県自治体クラウドサービス展開指針」公
表 
○平成22年 8月 簡易電子申請無料体験運用開始（6市町） 
※23年度当初の「クラウドサービス」利用団体数は４団体 

他県との広域的な連携の
検討 

（全 庁） 
《企画振興部》 

○九州各県と広域的な連携に関する具体的な検討を実施 
 ①九州各県と連携して新たな政策連合項目を案出。これまでの

取り組み件数は、九州地方知事会３７項目、九州地域戦略会
議３項目 

 ②九州北部三県との連携 
・九州北部三県懇話会の開催（～平成１９年度） 
・九州北部三県政策協力推進会議の開催（平成１７年度～）
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（Ⅲ）時代の変化に的確に対応できる行政体制の整備 

具体的項目 これまでの取り組みと効果 
本庁組織の見直し 

（総務部） 
○今後の施策方向や責任体制の明確化、時代の変化や行政課題へ
の柔軟かつ迅速な対応のため、本庁組織体制を整備 
○部から独立した推進本部や局を設置するなど、特定課題への対
応を重視した組織体制とし、新たなノウハウや機能の構築な
ど、個々のプロジェクトの実施に寄与 

「地方機関の再編方針
（仮称）」の策定 

（全 庁） 
《総務部》 

○平成20年 3月、「長崎県地方機関再編の基本方針」を策定 
○平成21年 4月 1日、当面の地方機関の再編を実施 
《「長崎県振興局設置条例」の施行》 
県を７地区に区分し、県税事務所、土木事務所、保健所などを
各振興局に集約 

光が丘学園の見直し 
（福祉保健部） 

○平成20年 4月 1日 社会福祉法人長崎慈光園へ施設を移譲 
 

教育事務所の廃止 
（教育庁） 

○平成18年度末に長崎、佐世保、島原、五島、壱岐、対馬の６
教育事務所を廃止 

全庁的に共通している事
務の集約化 

（全 庁） 
《総務部》 

○本庁の総務事務の一元化（総務事務センターの設置（平成１９
年４月）） 
○地方機関の再編により、７つの振興局へ統合される機関の総
務・経理事務を各振興局管理部へ集約（平成２１年４月） 

県有施設のあり方の見直
し 

（全 庁） 
《水産部》 
《環境部》 

奈良尾漁港ターミナルビル：新上五島町に移譲（平成19年 4月）
仁田峠循環自動車道路：雲仙市へ移譲（平成21年 4月） 
第一種漁港：２漁港を地元市へ移管 
※第一種漁港の市町への移管が期間中２港にとどまった。今後市
町と協議を進め、協議が整った市町から順次移管予定。 

県有施設の移譲 
（県民生活部） 

（教育庁） 

○長崎交通公園、県有墓地、青少年教育施設の移譲について、関
係市町と協議を行ったが、合意には至らず。 

「新たな人事評価制度」
の確立 

（総務部） 

○職員参加による検討会を設置し、評価基準等を検討（開催回
数：H18～19：延べ15回） 
○課長補佐以下の職員等新たな人事評価制度を実施していない
職員への試行に向けた制度設計を検討 
※対象拡大については、制度の詳細設計に向けた検討を実施する
までに留まったことにより、引き続き試行の実施に向けて検
討。 

「新たな人事評価制度」
の処遇、給与、研修への
反映 

（総務部） 

○平成15年度から試行している課長級以上の職員に平成17年
度の業績評価結果を平成 18 年度 6 月期から勤勉手当に反映
（以降､毎年度実施） 
○新たな人事評価制度実施している課長級以上の職員に対し、
19年度の勤務評定評価の結果を20年4月の査定昇級に反映
（以降､毎年度実施） 
※課長補佐以下の職員への対象拡大については、制度の詳細設計
に向けた検討を実施するまでに留まったため、引き続き試行の
実施に向けて検討。 

行政改革に関する職員の
意識改革の取り組み 

（全 庁） 
《総務部》 

○行財政改革、意識改革キャラバンの実施（10地区､延べ 13回）
○業務見直しの実施 
 職場内でのディスカッションやコミュニケーションの活性化
など意識改革の観点から、県業務の見直しに着手 

女性職員の幅広い登用 
（総務部） 

○事業部門や政策･企画部門などへの積極的な配置などを図りな
がら､意欲と能力のある女性職員の幅広い登用を実施 
・役職（係長以上）に占める女性の割合 

平成 18年４月 12.6% → 平成 23年４月 13.6％ 
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（Ⅳ）行政コストの効率化と健全性を維持した財政運営 

具体的項目 これまでの取り組みと効果 
財政の健全性の維持 

（全 庁） 
《総務部》 

○平成１８年度から２２年度までの５年間で、１５５億円の収支
改善目標に対し、平成２１年度までの4年間の実績１４９億円
に平成２２年度の実績４１億円を加え、１９０億円の収支改善
を達成 
  （主な実績） 
   ・人件費の削減      ７６億円 
   ・指定管理者制度の導入  １６億円 など 

資金収支の確保対策（地
方債の活用） 

（総務部） 

○持続可能な財政の健全性を維持する観点から、資金収支の確保
（地方債の活用）を実施 
・資本費平準化債の借入（一般会計繰出金の減）※国への要
望により実現 
・地方債残高の推移（臨時財政対策債除く） 
H18：920,085百万円 → H22：886,498百万円 

職員数の削減 
（全 庁） 
《総務部》 
《教育庁》 
《警察本部》 
《交通局》 

○行財政改革プラン期間中の職員数の削減目標 963 名に対し、
平成２２年度まで５年間で１，３２８名の削減 

（達成率13７.９％）

 

給与構造の改革 
（総務部･教育庁･警察本部） 

○平成 18 年 4 月から給料表水準の平均 4.8%引き下げを実施
（現給保障あり） 

現業職員の給与水準の見
直し 
（総務部･教育庁･警察本部） 

○平成19年 4月に平均9.8%引き下げた給料表へ切替 
（現給保障を行わず平成24年度まで段階的に引き下げ） 

職員公舎等の見直し 
（総務部） 
（教育庁） 
（警察本部） 

○関係課による庁内検討会を組織し、見直しについて検討 
・ファシリティ･マネジメントを踏まえた使用年数の見直し 
・空き公舎の有効活用 
○不要な公舎等の売却・解体促進（売却３２件、解体８５棟） 
○県警へ所管換え（10棟） 
○公舎駐車場の有料化を実施（平成２０年度～） 
※新たな取り組みを実施して一定の成果が得られたが、新行革プ
ランによって更なる見直しを進める。 

公共工事のコスト縮減 
（水産部･農林部･土木部） 

○平成１７年４月に策定した「長崎県公共事業コスト構造改革プ
ログラム」に基づき、公共工事のコスト縮減を推進 
・コスト縮減率実績（※平成１４年度ベース） 
  平成１８年度 ：  ７．８１％ 
  平成１９年度 ： １０．５４％ 
  平成２０年度 ： １２．２６％ 
  平成２１年度 ： １５．３７％（最終目標：１５．０％）

広告料収入の導入検討 
（全 庁） 

《総務部》《文化観光物産局》 

○平成19年 5月から有料広告の掲載を実施 
 掲載媒体：全世帯広報誌、ホームページ、検索連動型広告 
 収入実績：41百万円（H19～22） 

交通事業の経営健全化 
（交通局） 

○現行の中期経営計画等に基づく主な経営健全化策 

年　度 主な経営健全化策　　※（　 ）は効果額(百万円)

H20
人件費の抑制(12)、増収増客による収入確保(21)、効率的
なダイヤ編成(45)

H21
人件費の抑制(34)、遊休資産の売却(17)、県央地区子会社
化(20)

H22
高速シャトルバスの運行(35)、営業体制強化による貸切バ
ス受注拡大(12)、県央地区子会社化の推進(18)、車両更新
費の抑制(91)  

・18 年度以降、燃油費が高騰した 20 年度を除く 4 ヶ年度で経常
利益を計上 
・２２年度末で累積欠損金を解消できる見込 
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行財政改革プランにおける収支改善対策について 

 
◎歳出削減効果額 

 
 

◎主な取り組み項目と効果額 

 

効果額

○指定管理者制度の導入 １６億円

○県出資団体等の見直し ４億円

●時代の変化に的確に対応できる行政体制の整備

○地方機関、県有施設等の見直し １億円

●行政コストの効率化と健全性を維持した財政運営

○職員給与等の見直し ６７億円

○県単補助金の見直し １０億円

○職員数の見直し ９億円

○公有財産の売却 ４億円

○資本費平準化債等の活用 ７３億円

○その他の見直し ６億円

１９０億円

主な取り組み項目

●民間との協働による県政の推進

合計  

 

職 員 数 の 削 減 

 

◎削減目標と実績 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 １５５億円 実績 １９０億円 

目標 ９６３人 実績 １，３２８人

1，328人削減

22,142人

21,881人

21,597人

21,330人

21,120人

22,448人

H18 H19 H20 H2１ H22 Ｈ23

年度 H18 Ｈ23 削減数

知事部局等 4,687 4,286 ▲ 401

教育庁 379 343 ▲ 36

警察事務 460 450 ▲ 10

教職員 13,436 12,591 ▲ 845

警察官 3,039 3,047 8

交通局 447 403 ▲ 44

計 22,448 21,120 ▲ 1,328
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＜一部達成及び未達成項目一覧（計２２項目）＞ 

【一部達成：２１項目】 

＜Ⅰ 民間との協働による県政の推進＞ 

・ホームページの充実 

・長崎県情報化計画の推進 

・警察署における運転免許証の即日交付の検討 

・県出資団体のさらなる見直し 

・(社)長崎県林業公社及び(社)対馬林業公社の経営健全化 

・(社)長崎県林業コンサルタントのあり方の検討 

＜Ⅱ 市町や他県との新たな関係の構築＞ 

・事務委託の推進 

・南部流域下水道事業の移管 

・市町の電子自治体構築に向けた取り組みの支援 

＜Ⅲ 時代の変化に的確に対応できる行政体制の整備＞ 

・柔軟で迅速な執行体制の検討 

・各種審議会の見直し 

・農業大学校の運営等の見直し 

・県有施設のあり方の見直し 

・「新たな人事評価制度」の確立 

・「新たな人事評価制度」の処遇、給与、研修への反映 

＜Ⅳ 行政コストの効率化と健全性を維持した財政運営＞ 

・学校用務員の配置見直し 

・職員公舎等の見直し 

・大型電算機の再開発による事務の効率化 

・県税の徴収率の向上 

・未収金の適切な管理 

・港湾整備事業、長崎魚市場、港湾施設整備、流域下水道の経営健全化 

 

【未達成：１項目】 

＜Ⅲ 時代の変化に的確に対応できる行政体制の整備＞ 

・県有施設の移譲（長崎交通公園、県有墓地、青少年教育施設） 

 

 

「
長
崎
県
「
新
」
行
財
政
改
革
プ
ラ
ン
」
に
お
い
て
引
き
続
き
実
現
を
目
指
し
ま
す
。


